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建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項

➀ 専門的な第三者による調査結果を重要事項として
説明した場合

売主及び買主は、本件建物2階南東側居室の天井に雨漏りの跡
（写真別添）が存することを目視により確認した。

➁ ➀以外の場合は、原則として、該当事項「無」と
記載

建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項：無

建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項

建物状況調査等の結果以外で客観的に劣化事象等を確認し、かつ、その結果を取引価格等に反映した場合など、既
存住宅の状況が実態的に明らかに確認されるものであり、かつ、それが法的にも契約の内容を構成していると考えら
れる特別な場合
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